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※１ 財団法人京都産業21会計規程第28条第１項第１号
※２ 財団法人京都産業21会計規程第28条第１項第２号
※３ 財団法人京都産業21会計規程第28条第１項第３号
※４ 財団法人京都産業21会計規程第28条第１項第４号
※５ 財団法人京都産業21会計規程第28条第１項第７号
なお、表中⑲は平成19年度、⑳は平成20年度を指し、「指名」は指名競争入札を指している。

5.2.随意契約の方法を採用した契約について
平成20年度における財団法人京都産業21の契約事務は、すべて随意契約の方法によっていた。このような実態を踏ま
え、正しく規定が適用されているかどうかについて検討した。
まず、規定について述べる。契約の方法については、「売買、賃貸借、請負その他の契約（設備貸与事業による設備
の購入・引渡しに係る契約を除く。以下この章において同じ。）は、指名競争入札又は随意契約の方法により締結する
ものとする。」（財団法人京都産業21会計規程第27条）と規定し、さらに「次の各号に掲げる場合は、随意契約の方法に
より契約できるものとする。（以下略）」（同規程第28条第１項）とし、指名競争入札を原則として、例外的に一定の場
合を掲げて、随意契約を認めている。なお、指名競争入札の方法について具体的に規定する「指名競争入札参加者指名
基準」は、明文化されていなかった。
次に、随意契約の方法によった根拠条文について集計したところ、【表5.2】のとおりであった。

【表5.2】 随意契約の方法を採用した根拠条文別件数一覧表

※１ 財団法人京都産業21会計規程第28条第１項第１号
「契約の性質又は目的が、指名競争入札に適さないとき」

※２ 財団法人京都産業21会計規程第28条第１項第２号
「指名競争入札に付すことが不利と認められるとき」

※３ 財団法人京都産業21会計規程第28条第１項第３号
「時価に比して、著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあると
き」

※４ 財団法人京都産業21会計規程第28条第１項第４号
「緊急を要する場合で、指名競争入札に付すことができないとき」

※５ 財団法人京都産業21会計規程第28条第１項第７号
「前各号に規定するもののほか、業務運営上特に必要があると認められるとき」
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まず、第１号を理由としたものについて検討する。このうち、当財団の登録専門家である「顧問弁護士」等、企画お
よび特殊な開発を含めた委託である「ユビキタス特区事業」、企画公募に応募した大学が１つのみであるため選定委員
会により金額を決定している「京丹後ものづくり人材育成研修プログラム開発」については問題ないものと考える。し
かし、資格を持った業者であれば可能な「変電設備点検業務」等、単純な業務である「クリエイティブ京都 ��� 発送
一式」等は、明らかに合理的な理由が明確ではなかった。また、「クリエイティブ京都 ��� 発行一式」等については、
「金額だけではなく企画内容についても重視するため」指名競争入札に適さないと説明するが、そもそも指名競争入札
は金額のみで落札業者を決定するものではなく、受注意欲、履行経験、履行成績、営業成績その他の事由を総合的に勘
案して決定するものであり、さらに契約の内容によって個別事由を設定することも可能なのであるから、規定どおり指
名競争入札の方法によるべきである。
次に、第２号を理由としたものについては、「展示会業務」が挙げられている。具体的な理由として、財団法人京都
産業21は、「京都において当該業務の請負が可能なのは２社のみである」と説明する。第２号の理由として（「不利と認
められるとき」）全く当てはまらないし、翌年度の平成21年度においてはもう１社（もちろん新規設立企業ではない）
を加えて３社で競合させていることからもわかるように、自らの説明が破綻している。
そこで、より詳細にこの契約事務を検証した。この契約は、まず過去に取引実績のあるこの２業者に仕様書および経
費の上限額を通知し、提案書および見積書を提出させこれを複数の財団職員が複数の項目別に評価した後、集約して最
終決定を行うというものであった。このような決定方法であるから、入札になじまないとの説明であった。しかし、仕
様書で委託業務の範囲を限定し、その内容と価格の両面で競わせる入札は当然に可能である。仕様書への内容および範
囲の記載が不明確であるせいで、自ら選択の範囲を狭めているだけなのである。さらに、経費の上限額（見積価格と一
致するので、上限と言うより契約金額と言ってよい）を知らせていることから、過度な設備となってしまっている可能
性もある。「予算使い切り」主義、ともいえる。
このような状態を改善するため、原則どおり指名競争入札の方法によるべきものと考える。仕様書を詳細に記載して
委託業務の範囲を明確にし、委託契約の透明性を確保するとともに、金額についても競わせ、必要十分な設備を担保す
るべきである。
次に、第３号を理由としたものには、「システム保守運用」等が挙げられている。これについて財団法人京都産業21
は、「契約業者が当該システムの開発元であり、昨年度からの継続作業であることから有利な契約が可能であるため」、
「他社から見積書を徴取しようとすれば財団の全システムを明らかにしなければならず、そのコストおよびリスクが多
大である」ため、この１社のみから見積書を徴取し、契約しているとのことである。
しかし、財団法人京都産業21には、適正な価格を調査した資料の保存もなかった。このような状態で、本当に有利な
価格で契約できていると判断できるであろうか。これに対し、財団法人京都産業21は「経験豊富な担当者が市場の相場
を熟知しており、交渉した結果、適切な金額で契約できているとの自負がある」と説明する。しかし、客観的にこれを
検証するには、適正な価格を知っていなければならないはずである。そのためには、せめて合見積を行い、市場価格を
確認する程度のことは行うべきものと考える。また、見積書を徴取するにおいて、仕様書を業者に明らかにすることは、
一般的には大きなリスクにはならない。データ内容だけは公開しなければよいだけであるし、秘密保持契約を締結して
もよいわけである。さらに加えるが、京都府中小企業技術センターの項で述べたとおり、システム開発とその後のシス
テム保守運用は一体のものとして検討するべきであろう。
次に、第４号を理由としたものについて検討する。これは、「首都圏での修理相談会開催業務」である。財団法人京
都産業21によると、「９月の補正予算に係る事業で、年度後半に事業実施が決定したため、準備期間が十分ない中で、
首都圏での集客を図るための広報にも一定の時間を要すると考えられ、速やかに業務委託先を決定し、準備を進める必
要があったため」とのことである。このような予算上の事情は理解できるものの、予算案を作成した時点からある程度
の準備を始めておれば、十分に指名競争入札の手続きは間に合ったものと推測される。第４号にある「緊急」という文
言は、普通、「事態が切迫していること」を指しているものであるから、そのような事情は規定の趣旨とは異なるもの
と考えられる。そもそも普段から指名競争入札の方法に慣れておれば、どれくらいの準備が必要か、容易に想像でき、
具体的な対策もできたであろうと考える。
最後に、第７号を理由としたものについて検討する。これには、「京都伝統産業協働バンク �� 関連サイト作成」等
が挙げられている。財団の説明によれば、「既公開サイトとの設計および品質の整合性を確保し販路開拓に繋がるサイ
トを制作する必要があるため」等の理由により、前回実績のある業者を相手先としたとのことである。しかし、既公開
サイトとの整合性を確保することは、仕様書等の参考資料の存在より、一般的にはそれほど困難なことではない。これ
も理由として不合理と言わざるを得ない。なお、この第７号にある「業務運営上特に必要があると認められるとき」と
いう文言はその範囲が極めて不明確であり、悪く言えば逃げ道に使われる可能性がある。今回の外部監査の対象である
平成20年度においては、この第７号を適用理由に挙げているものは３件のみであり、問題はまだ顕在化していないもの
の、将来的にこの号の適用が多用される可能性がある。職員の遵法意識を高く保持するためにも、この号は削除される
べきであろう。また、その一方で、京都府会計規則にあるように、金額要件を設けて指名競争入札の対象となる契約の
範囲を限定し、職員が業務をしやすくするように配慮することも必要であろう。
最後に、規定について追記すると、財団法人京都産業21は、指名競争入札を原則とするという趣旨のもと、「指名競
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争入札参加者指名基準」を明文化するべきであろう。指名競争入札に関する具体的な基準がないことで、指名競争入札
の方法が忌避されてきたことも明らかである。「随意契約できるとき」を目一杯拡大解釈し、コスト削減努力を怠るこ
とは、財団法人京都産業21のような府民の税金を原資とする補助金を受取る法人にはあってはならない。
一方、財団法人京都産業21は次のように将来に向かっての展望を述べている。すなわち、「可能な限り契約の透明性・
公平性を重んじるなら指名競争でなく、公開公募型（一般競争入札）を目指す必要がある」と考え、「財団では公益認
定を目指しており、その際には会計規程そのものを見直すこととなると考えるが、透明性・公平性を高めるとともに、
実効性のある制度となるよう専門家の意見も踏まえて、規程改正を含めて検討する」ということである。実際に数回公
開公募型での入札を試験的に行っているとのことであった。そのような計画があるのであれば、上記の「指名競争入札
参加者指名基準」の明文化はむしろ不要となる。責任をもってその実現に尽力してもらいたい。

5.3 予定価格についての定めがないことについて
財団法人京都産業21においては、契約において予定価格を設定していない。規定上も、「前項の規定により予定価格
10万円（以下略）」（財団法人京都産業21会計規程第28条第２項）とわずかにその文言が表れるのみで、予定価格の設定
について細かく定めたものはない。その設定方法について定めた規定がないのは、いたずらに職員の負担を増やすこと
になり、不合理と考える。また、当然のことではあるが、適正な契約事務を行う上で、予定価格を設定することは基本
であるし、そもそも予定価格も立てないで、予算をどのように作成しているのであろうか。早急に京都府会計規則に習
うなどして、 これと同程度の規定を作成するべきである。

5.4.見積書が１件しかないものについて
平成20年度における財団法人京都産業21の契約事務で随意契約の方法によったもののうち、見積書を徴した件数が１
件だったものは47.05％（全34件中16件）であった。
財団法人京都産業21は、「前項の規定により予定価格10万円以上の随意契約を締結しようとするときは、原則として
２人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、理事長（財団法人京都産業21処務規程第６条の規定により専務
理事決裁）がその必要がないと認めるときは、これを省略することができる。」（財団法人京都産業21会計規程第28条第
２項、カッコ内は筆者が追加）の規定に基づき、処理したものだと説明する。
しかし、「理事長がその必要がないと認めるとき」について、書面での裏付けがあるものはわずか４件であった。理
事長の判断があったのなら、その判断の経過と結果について書面で残しておくことは当然の事務手続きである。

６ 物品管理
6.1.備品等の現物確認
6.1.1本所における物品管理
平成20年度資産明細表により無作為に抽出しリストアップした２種２品目について実査した結果、抽出したすべての
備品につき現物が確認され、添付すべき備品シールが適切に貼付されていた（【表6.1.1】備品照合リスト（本所））。ま
た、現地にて任意に選定した１種１品目につき、備品等登録表への記載の有無を確かめたが、適切に備品等登録表に記
載されていた。

【表6.1.1】 備品照合リスト（本所） （金額（税抜）単位：円）

6.1.2 北部支援センターにおける物品管理
平成20年度備品等登録表により無作為に抽出しリストアップした９種９品目について実査した結果、抽出したすべて
の備品につき現物が確認され、添付すべき備品シールが適切に貼付されていた。（【表6.1.2】備品照合リスト（北部支
援センター））また、現地にて任意に選定した２種２品目につき、備品等登録表への記載の有無を確かめたが、適切に
備品等登録表に記載されていた。
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【表6.1.2】 備品照合リスト（北部支援センター）

なお、規定にはないものの、物品の点検は自主的に平成21年９月に行われており、毎年行う予定とのことである。
（貸付機器の導入は平成20年度である）しかし、規定がないのは極めて不合理であるから、早急に物品管理規程を作成
すべきである。

6.2.機器稼働状況の確認について（北部支援センター）
北部支援センターで保有する機器は、平成20年度地域企業立地促進等共用施設整備費補助金により取得されている。
北部支援センターにおける機器の稼働状況は、以下のとおりである。
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【表6.2】機器の利用状況
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※ 延利用時間には、講習会で利用した時間を除く

北部支援センターの説明によれば、「当センターでの機器の利用は、導入して間もないこともあり、貸付よりむしろ、
講習会等での説明に重点が置かれている。実際に表のとおり講習会が行われ、また、これから行われる予定であり、機
器の有効利用が見込まれている」とのことである。
しかし、これらの事情を斟酌しても、機器の利用状況の悪さは顕著に表れており、非常に悪い状態と判断せざるを得
ない。また、講習会の１回あたりの参加者数は2008年度約2.1人、2009年度約2.4人であり、全体的に極めて少ない。京
丹後地域の経済規模がそれほど大きくないという事情があるにせよ、数百万円、数千万円の最新機器が１年近くたって
もこの程度にしか活用されていないというのは、極めて異常である。
これはそもそも購入の際に、市場ニーズを正確に吸い上げることができなかったものと考える。一応、地元企業から
の要望を吸い上げ、購入の前に審議会を開催するなど、その形式は整っていたものの、その書面での保存が不十分であ
り、適切に運営されていたか、検証することは不可能であった。

７ 小規模企業者等設備貸与制度（以下「設備貸与事業」という）について
7.1.設備貸与事業の概要
設備貸与事業は「小規模企業者等設備導入資金助成法」に基づき行われる事業で、資金調達能力の脆弱な小規模企業
が、民間金融機関からの融資枠のみでは設備投資を実施するのが困難な場合が多いため、当該事業で小規模の企業の設
備投資を支援していく趣旨の制度である。この制度のメリットを「金融機関の借入枠外、信用保証協会の保証枠外で利
用でき、また、余裕がある場合はいざというときのために枠を温存できる」
「固定金利のため、金利情勢の影響を受けにくい」という点を財団法人京都産業21は挙げている。「平成12年から平成
20年の９年間の累計で322件、金額にして4,656百万円の実績があり、リピーター企業が半数以上を占めている。またリ
ピーター企業の中には設備投資は本制度で運転資金は銀行融資でと、制度のメリットを活用している企業も多い。」と、
この制度の実績および制度のメリットを以上のように財団は挙げている。
設備貸与事業の概要は以下のとおりである。
≪割賦≫
小規模事業者等が経営基盤強化に必要な設備を導入する場合、またはこれから創業しようとする者が必要な設備を導
入する場合に、希望の設備を財団が代わってメーカーやディーラーから購入し、その設備を長期かつ低利で割賦販売を
実施し企業の設備投資を支援する制度である。図で示すと以下のようになる。
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【図7.1-１】割賦販売

≪リース≫
企業者等が希望する設備を希望するディーラーから財団が代わって購入し、ファイナンスリース（貸し付ける）する制
度である。図で示すと以下のようになる。
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【図7.1-２】リース

制度利用条件は以下のとおりである。
①小規模企業者
原則従業員20人以下（商業・サービス業は５人以下）
（ただし、最大50人以下の企業も利用可能）
②創業者（小規模企業者）
創業者で、事業を開始していないもの又は開始した日以後１年を経過していない企業。この場合は、原則として商
工会議所、商工会、商工会連合会の経営指導員による経営指導を６ヶ月程度以前から受けていることが条件
③対象設備
機械設備等（土地、建物、賃貸用設備等は対象外）
④貸与限度額
1.創業１年未満の企業等 50万円～3,000万円
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2.創業１年以上の企業等 100万円～6,000万円
⑤保証金
なし
⑥その他の要件
・京都府内に事業所を要すること
・京都府税の滞納がないこと
・一定の要件を満たす連帯保証人が必要
・必要に応じて不動産担保が必要

財団法人京都産業21の財源は、事業規模の２分の１については京都府の特別会計から無利子で借入れし、他の２分の
１については金融機関から借入れすることで成り立っている。また京都府の特別会計は、国庫補助金、一般会計からの
繰入金および償還金によって構成されている。

【図7.1-３】仕組み図

7.2.損失補償の状況
平成14年度までは機械類信用保険制度が存在していた。保険を付けることで、未収債権が発生しても、対象未収額の
50％が保険で賄われるという制度であった。設備貸与事業において、平成14年度までに実行した案件については現在に
おいても機械類信用保険制度の適用はあるが、平成15年度以降に実行した案件について当該保険制度は適用できない。
また、平成21年４月に京都府と財団法人京都産業21の間で損失補償契約を締結している。この内容は、財団が設備貸
与事業をおこなったことにより受ける損失について10％に相当する金額の範囲内で補償するものである。ただし、補償
限度額は140百万円と上限が定められている。しかし、補償の範囲は契約書で限定され、未収債権残高からその対象債
権に設定した貸倒引当金を差引なお損失が生じる場合となっている。債権の回収が困難なる過程において、その回収が
危ぶまれる債権金額に対し貸倒引当金を設定することが財団内のルールとして定められているため、実際上京都府に請
求可能な場合は限定されており、実質上京都府が損失補償を行うことは極めて限定された場合でしかない。

7.3.平成20年度の申込利用状況
割賦における申込利用状況は以下のとおりである。利用企業は機械金属関係の会社の申込が多い傾向がある。機械金
属関係の会社の割賦における申込件数における全体の約４割となっている。
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【表7.3-１】設備貸与事業業種別実績表（割賦）
（単位：千円）

次にリースにおける申込利用状況は以下のとおりである。リースも割賦と同様、機械金属関係の申込件数は全体の約
７割となっており多数を占める。

【表7.3-２】設備貸与事業業種別実績表（リース）
（単位：千円）

7.4.年度別比較および地域別実績
平成20年度において、リースが28件から15件となり、平成19年の約５割、割賦においても15件から11件と約７割程度
と両方とも減少する結果となった。これは平成20年の後半以降、景気の後退が顕著となり、企業における注文件数の減
少による業績の悪化により各社とも設備投資を控えていることが制度利用件数の減少につながっていると財団法人京都
産業21は考えている。

【表7.4-１】区分別比較表
（単位：千円）

地域別利用実績は、以下のとおりである。
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【表7.4-２】地区別実績表（割賦）
（単位：千円）

【表7.4-３】地区別実績表（リース）
（単位：千円）
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【表7.4-４】地区別実績表（割賦＋リース）
（単位：千円）

地域別による制度利用状況をみると京都府における本拠を置く企業数において京都市が多数を占めていることもあっ
て、京都市に本拠のある企業が半数近くをしめている。また、舞鶴市や京丹後市の北部地域においても利用実績が見て
取れる。財団法人京都産業21北部支援センターが京丹後市峰山に拠点を置いていることもあっての影響も少なからずあ
ると考えられる。
平成20年度における申込と貸与実績をみると、制度を利用している地域と利用がない地域に偏りがみられる状況とな
っているが、過去10年間に遡って制度の利用状況を見ると、北端部と南端部を除き、比較的京都府全域で当該制度を利
用実績がある。



79

京 都 府 公 報 号外 第27号 平成22年４月27日 火曜日

【
表
7.
4-
５
-１
】
過
去
10
年
に
お
け
る
地
区
別
利
用
状
況

（
単
位
：
千
円
）



80

京 都 府 公 報 号外 第27号 平成22年４月27日 火曜日

7.5.事務手続きについて
割賦・リースの申込の事務手続は以下のとおりである。
① 対象企業者は必要とする設備についてメーカー等の設備販売業者から見積りをとり、財団法人京都産業21（以下財
団という。）に対して申込を行う。

② 申込時に申し込み企業および個人は申込書に必要事項を記入し財団に提出する。
③ 財団は申込書から当該企業あるいは個人が当該制度の利用資格を充たしているかどうかを審査するため審査表を作
成する。審査の結果、制度対象企業者・個人であることが確認されると企業の調査を実施する。この調査は京都府
中小企業診断士協会に依頼し、そこに登録された中小企業診断士が調査を受託している。現地調査も実施し、そこ
で様々な角度から調査した結果の調査表が作成され、その調査表は審査委員会に提出される。

④ 各審査委員は調査表をもとに割賦あるいはリースの可否に対して意見を述べ、そこで可否の判断が下される。審査
委員会は原則月１回開催される。

⑤ 審査委員会で内定がなされると、財団はユーザーに内定通知を発行。
⑥ その後、ユーザー・売主・財団の３者で協議を行い、割賦あるいはリース契約を締結するにあたっての具体的で詳
細な条件が決定され協議書が作成される。協議が成立すると契約書が３者間で締結される。契約締結後割賦の場合
は物品受領書、リースの場合は借受書をユーザーから入手する。

⑦ 物品納入後、財団はその設置状況を確認するため物件確認をおこない現物確認調査書を作成する。

（流れ図）

7.6.審査議事録の整備
上記記載のとおり定められた事務手続の実施状況を割賦とリースについてそれぞれ検証した。その結果、書類は整備
されており、また事務手続も規定どおり執行されており問題となる点はなかった。
しかし、毎月開催される審査委員会における議事録が作成されていない状況であった。審査委員会の結果に対する記
録は残されていたが、その割賦およびリースの可否の審議過程が残されていないため、意思決定過程の妥当性が検証で
きない状況であった。可否理由は申込企業者には開示されないため審議過程の議事録は作成していないということであ
ったが、どのような経緯で割賦・リースの実行が認められ、あるいはどのような理由で実行が認められあるいは認めら
れなかったかの記録を残すことで、審査の適切性が担保されることとなる。また、その適切な審査であるということが
議事録により客観性が担保されるという点においても議事録を作成することが必要である。

7.7.物件にかかる損害保険
リース契約成立時に、財団法人京都産業21がリース対象物件を取得し、それをユーザーにリースすることとなる。こ
の場合、リース対象物件の所有者は財団となる。実際の機器はユーザーが使用することとなり、使用の過程において、
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物件の損傷や火災リスクを回避するため、財団が動産保険をリース対象物件に付保している。
保険の状況において調査したところ、平成14年４月５日に各損害保険会社から合見積を取って保険金額と条件を検討
し、採用する損害保険会社を決定していた。しかし、平成14年以降は相見積をとって検討している形跡は見当たらなか
った。
特定の保険会社のみ利用している理由は、他社に比べて保険料率が安いため損害保険会社の変更をしていないとのこ
とである。しかし、平成14年以降は他社との比較検討は実施せず、その保険料率の低さを検証しているわけではない。
今後、定期的に合見積書を入手し保険料の適切性を確認する体制を確保すべきである。
なお、割賦契約案件については、所有権留保はあるものの、ユーザーが所有権を有するため、保険料負担はすべてユー
ザー負担となる。この場合において、ユーザーが利用する損害保険会社で契約する場合やユーザーから保険会社の選択
について相談がある場合は、財団が保険会社を紹介することもあるとのことである。
割賦契約の場合は、ユーザーが負担し、ユーザーがその契約会社の選択を行っているため特に問題となる事項はなか
った。

7.8.未収債権の状況
過去10年にわたる利用企業の倒産比率は次表のとおりである。

平成10年に倒産率が10％を超え高くなっている。この頃は金融機関の破綻が相次ぎ景気が悪化した時期であった。そ
の後は平成17年に4.89％と少し高くなっているが、その他の年度はおよそ２％以下で推移している。しかし、最近の企
業環境の悪化により企業の財務体質は低下しているため、平成21年度は予断を許さない状況とのことであった。

【表7.8-１】過去10年間の利用企業における倒産比率

【図7.8】利用企業における倒産比率の推移
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平成21年３月末の未収債権の状況は以下のとおりである。

【表7.8-２】未収債権の状況
（単位：円）

※延滞先：１ヶ月入金が遅れた先を延滞先として記載している。

財団法人京都産業21において、未収債権の管理は３名で担当している。未収管理手続きは、案件毎に「未納金整理表」
にその相手先の状況を記載し、またその回収金額と回収日と回収残高を記載することになっている。そして延滞企業や
破産・倒産企業の債務者や連帯保証人に対して定期的に電話で入金督促を行うとともに、年度初めに前年度末の未納割
賦料残高や連帯保証債務残高を知らせることとしている。この手続の執行状況について検証をおこなったが、その執行
手続に関して特に問題となる点はなかった。平成20年度における未収債権の督促状況は以下のとおりである。

【表7.8-３】督促状況

7.9.設備貸与事業総括
設備貸与事業は資金調達能力の脆弱な小規模企業が、民間金融機関からの融資枠のみでは設備投資を実施するのが困
難な場合が多いため当該事業で小規模の企業の設備投資を支援していく趣旨の制度という点で一定の存在意義は認めら
れる。一方で、当該事業は民間のリース会社で実施しており、その条件や審査方法に関しても民間と大きく異なること
はない。民間金融機関と異なる点は、民間の金融機関では割賦やリースの実行が困難なケースでも、財団は、その制度
趣旨より実行する可能性があるところにある。このことは、その事業を実施するにおいて民間金融機関より多くの債権
の未回収リスクを負担することを意味する。
また、一方で事業の採算性も重要である。リスクを多く負担するから採算性を考慮しないというのは誤りである。な
ぜならば、採算性をとらなければ、京都府内のできるだけ多くの企業にビジネスチャンスを提供するという制度目的は
達成されなくなるためである。この採算性について質問したところ、財団は当該事業に対する採算性は確保されている
回答であったが、貸倒引当金の計上額が不足となっているため、採算性が確保されているということはあてはまらない。
引当不足を解消したベースで採算性を測定することが必要である。
リスクを負担する一方で採算性をとることは困難であるが、制度目的達成のために真摯に取り組むことが必要となる。
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８ 会員制度
8.1.会員制度の概要
8.1.1.財団組織における会員制度の位置づけと目的（会員規約）
財団法人京都産業21の寄付行為第33条（第６章）には「本財団の事業を円滑に進めるため、理事会の議決を経て、会
員制度を設けることができる」旨の規定があり、これに基づいて財団法人京都産業21会員制度が設けられている。当該
会員制度の規程では、その目的として「財団の活動に対する支援および活動を通じて京都の産業の発展に寄与するため」
と包括的に定めたうえで、賛助会員については「財団の活動に対する支援および参加を行い、情報誌の提供や財団が行
う特定事業への割引参加などの特典を受ける」ことができるとし、本会員制度の中核をなす ����（����� ��	
�����

���
����� ��
�）会員については、賛助会員の活動目的および特典にプラスして「財団の施設、情報等を利用して経営
革新や新事業開発等の活動を行う」ことを目的としている。これが会員制度の公式な存在目的であるが、具体的な活動
の内容からするとグループ研究会活動が中心となっている。

平成20年事業報告書によれば、①きょうとマーケティング研究会（マーケティング戦略の事例研究）、②ライフサイ
エンス研究会（「ライフサイエンス」をキーワードにした商品開発の研究）、③���������（京都伝統産業系企業の新商
品、新市場開拓研究会で参加企業は分野毎に個別に研究会を開催）など ���� 会員のみが参加できるグループ研究のほ
か、���� 会員以外も参加できるオープンセミナーを行っており、会員制度の実態は会員による自主的な研究会やセミ
ナー活動が基本であると考えられる。
なお、財団の会員制度とは別に京都産業21環（リング）の会（会員数213社）という自主的会員組織が存在し、会員
企業の交流・親睦やグループ活動を行っている。この組織は京都府下請企業振興協会の協力会として発祥したが、その
後京都府中小企業振興公社協力会となり現在は京都産業21の協力的な団体として位置づけられている。リングの会の会
員は ���� 会員も重複加入している実態があるとのことである。

8.1.2.会員の現状
会費、会員および会費収入の年度推移は次のとおりである。

【表8.1.2-１】 会費の状況

※１ 小企業は従業員20人（商業・サービス業は５人）以下の企業
※２ 中企業は従業員300人（卸売業、サービス業は100人、小売業は50人以下

の企業

【表8.1.2-２】会員および会費収入の推移
（金額：千円）
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【表8.1.2-３】会員区分別推移

会員数は全体として概ね横ばいで推移しているが、会員区分の内訳でみると賛助会員は賛助会員制度発足時から着実
に増加しているのに対して、���� 会員は経済状況の悪化により、平成20年度では18社、約１割が退会により減少して
いる。
会費収入もほぼ横ばいで推移している。なお上記の会費収入には、会員からの正規会費のほかに京都府が整備した広
域連携ネットワークである京都デジタル疏水ネットワーク（以下「デジタル疏水」という）の運用にかかるその他会費
収入約1200万が含まれている。したがって、正味の会費収入は約1100万円程度で１社平均約５万円強ということになる。
この「デジタル疏水」は、京都府が「デジタル疏水」の利用を許可した公共団体、商工団体及び私立学校を対象とした
ネットワーク接続サービスにかかる事業である。京都産業21が窓口となりインターネット接続業者（ケイオプティコム）
を介して運用を行っている。「デジタル疏水」会費は、その利用料としての性格をもっている。

平成20年度決算による会費収支の内訳は次のとおりである。

【表8.1.2-４】会費収支の内訳
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8.2.会員制度の課題
8.2.1.会員増強の必要性
財団法人京都産業21の組織の基本は財団である。寄附行為の第６章で財団は任意の組織としての会員制度を設けるこ
とができる旨規定している。このように会員制度は組織原理的にみれば、基本となる財団組織に対しは補完的組織であ
るが、研究会活動を通じて新たな事業を創出すことを目的としており、その意味で会員拡充及び交流推進事業は財団寄
付行為の趣旨に沿ったものと言える。
会員からの会費収入は補助金等以外の収入という意味で「設備会計」と並んで自主財源であり、補助金なしで上記の
とおり新事業創出の事業が実施できる有意義な制度である。現在の会員数は本来財団法人京都産業21の対象となる母集
団企業に対してあまりにも少なく、母集団全体を必ずしも代表しているとは言えないと考えられる。尤も、財団法人京
都産業21と同じような目的をもった各種団体（商工会議所や地域毎に商工会、業種別団体等）が重畳的に設置されてお
り、各企業や事業者にとってはその会費負担を考えると京都産業21の会員になるには相応のメリットがなければ、義務
的でない経費支出を抑制しようとするであろう。
現在の会員制度は、もともと京都産業情報センター会員交流事業にルーツがあり、これに一部の大企業がスポンサー
となって中小企業会員を支える構図になっている。
経営革新、新事業展開のための研究会・セミナー開催等の事業や交流推進事業は中小企業の業種・業態を問わず必要
とされているはずであるが、実際には会員拡充は思いとおり進まず中小企業の退会が進んでいる。
“会員獲得にウルトラ � はないのではないかと考えており、会員企業の経営に役立つ研究会活動の取り組みを積み
重ね、企業から真に役立つ会員制度であると思っていただけるよう努めていきたい”という回答であったが、財団法人
京都産業21は官・民により組織され、京都企業の事業活動と京都産業の発展に寄与することを目的とした総合的支援組
織とされており、その意義からすれば民の比重がもっと高まることが必要であり、会員増強活動に一層真剣に取り組む
ことが求められる。
財団法人京都産業21が単なる補助金等の執行機関としてではなく、官と民が相互に知恵を出し合って寄付行為の目的
を達成する組織として機能するためには、任意的組織である会員制度を充実することが必要であり、大企業をスポンサー
とした身内意識に基づくサロンであってはならない。
今まさに会員の減少に危機感をもって臨むべきで、正会員の退会が単なる会費だけの問題なのか、“会員の満足度は
低くない”というが、満足度が高ければ退会しないことも考えられる。会員制度の魅力を高めるため何をどのようにす
ればよいのか糸口が見いだせるかもしれないので、全会員を対象にした会員意識に関するアンケート調査を実施するこ
とも必要である。

8.2.2.会費収支の明瞭表示
その他会費収入として処理されている「デジタル疏水」接続会費は、財団の会員制度による会費収入とは関係がない
が、外部に開示される収支決算では会費収入として一括計上されている。会員制度による会費の場合は会員が受けるサー
ビスとの間に必ずしも明確な対価関係が認められないが、「デジタル疏水」接続会費は提供サービスとの間に明確な対
価関係がある筈である。「デジタル疏水」接続会費は、ネットワーク利用料という意味で「負担金」としての性格をも
っているので、本来「会費収入」で処理すべき項目ではないと考えられる。その他会費とされている「デジタル疏水」
業務関連収支は外部に開示する収支報告書においては会費とは別科目で表示するのが望ましい。現在、���� 会員業務
と「デジタル疏水」会員業務を合わせて会員業務として捉え１名の人件費を負担しているので、別科目で表示すること
がかえって人件費の費用負担で煩雑になるというのであれば、���� 会員業務と「デジタル疏水」業務に区分表示した
上で特別会計にする方法も考えられる。但し、現在10ある特別会計を更に増やすことは全体像の統一的把握という観点
からみれば複雑化の方向に働くので、一般会計で処理することもやむを得ないかもしれないが、この場合においても
【表8.1.2-４】に掲げるような会費収支内訳を付属明細として付記することが透明性の観点から求められる。

９ 補助金事業等
9.1.平成20年度補助金の概要
財団法人京都産業21における京都府からの補助対象事業は、一般会計補助事業と特別会計補助事業からなっている。
一般会計補助金は大部分（一般会計補助金の約97％）が財団役職員の人件費に充てられている。特別会計補助金は、①
産学公連携研究開発資金支援事業に71,953千円、②京都中小企業成長促進等総合支援事業に総額222,793千円、③京の
商店街チャレンジ事業に6,000千円、④中心市街地商業活性化事業に428千円、⑤北部産業活性化拠点事業に193,480千
円、⑥設備貸与事業円滑化に3,000千円となっている。
①産学公連携研究開発支援事業は、財団法人京都産業21が実施主体となって行う事業で、その目的は「産学公の強固
な連携により高度な研究開発・実証実験等を推進するグループに資金支援等を行うことで、成果の実用化・産業化がよ
り早期に達成され、京都経済の次代を担う新産業・新事業を創出することにより、地域経済の活性化を図る」としてい
る。平成17年度は264百万円であったが、平成18年度210百万円、平成19年度118百万円と減額され続けている。20年度
補助金71,953千円は環境産業等研究開発支援事業（支援期間２ヶ年、助成額30百万円以内）として広島大学ほか計３件、
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